
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：太地町総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：太地町 

 

 

 ３ 調査圏域：太地都市圏 

 

 

 ４ 調査期間：平成２８年度～平成２９年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

           

太地町の都市計画道路は全５路線存在するが、これらは昭和 28 年から昭和 42 年に

計画決定された後、昭和 45 年に全路線が変更決定され現在に至っており変更決定か

ら約 45 年が経過している。 

整備状況は、2 路線が整備済みで 3 路線が未改良・概成済みであるが、延長ベース 

（計画総延長 10,850ｍ）では、整備率 31％（概成含む延長 3,140ｍ）にとどまってい

る。 

本調査は、長期未着手となっている路線（区間）について、廃止を含めた計画道路 

の見直しのための検討を行うことを目的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 太地町総合都市交通体系調査 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

１．都市の現状把握 

（１）都市計画道路の整備状況 

（２）太地町の現況 

（３）上位関連計画での位置づけ 

２．都市計画道路の現状把握 

（１）都市計画道路の区間割 

（２）路線、区間ごとの現状整理 

３．都市計画道路の見直し方針案 

４．太地駅燈明崎線（A-4 区間）を廃止した場合の周辺交通への影響検討 

（１）現況の道路状況 

（２）現況交通量及び将来交通量の見通し 

（３）現況道路網の評価 

 

 

○別冊１ 交通量調査報告書 

○別冊２ 和歌山県協議（2 回）資料（H28.11.29、H29.2.13） 

 

 

 

 

 



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

 

   発注者 和歌山県東牟婁郡太地町 

        所管：太地町役場産業建設課 

     

受注者 (株)エイト日本技術開発 

               所管：都市・環境・エネルギー事業部 

 

    協議者 和歌山県 

        所管：県土整備部都市住宅局都市政策課開発・計画班 

           県土整備歩道路局道路政策課計画班 

 

 

 ４ 委員会名簿等：― 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

 当町の都市計画道路は、昭和４５年に５路線が都市計画決定され、４５年が経過し

た現在、内２路線については整備完了しましたが、残る３路線については未着手区間

（概成済区間、未改良区間）となっております。       

厳しい財政状況等により整備が進んでいない未着手区間では、長期に渡って建築

制限を課していることが地権者や地域づくりにとって負担となっていることがある

など、都市計画決定当初の目的や機能が実情とあわないといった課題が生じており

ます。            

 当町では、そのような課題を解決するため、「和歌山県都市計画道路 見直し方針

改訂版」の考え方を基に、将来都市像に基づく道路網のあり方を踏まえ、多様な視点

から総合的に都市計画道路の検証を行い見直しを実施する。 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

  

必要性の検討 

・上位・関連計画への位置づけ 

・都市間連絡機能 

・交通拠点アクセス機能 

・土地利用支援機能 

・都市防災機能 

・交通処理機能 

 

交通現況の把握 

将来交通量の見直しの確認 

検証結果を総合的に判断し、必要性を

判断 

 

必要性が低い路線と必要性が高い路

線を抽出 



 ３ 調査圏域図 

 

 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


